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処分地選定
文献調査に応募・受諾

 寿都町が応募

 片岡春雄町長：町議会開かず、住民合意なく、
独断で応募

 神恵内村申し入れ受諾

 高橋昌幸村長：商工会の誘致請願・村議会可
決、政府の申し入れ受諾

 北海道知事は誘致に反対

 「受け入れがたい」とする道条例がある







知事の反対が分かっていて…

 応募・政府の申し入れ＝交付金の丸得

 選択肢が2者しかなかったら…

どちらかになる？

 反対⇒賛成されるまで説得を続ける…

 政府は税金の無駄遣い

 応募・申し入れ制度の根本的な欠陥

 早急に見直しが必要



地層処分は国際的な共通課題
というが…

• 処分を実施できている国はない

• 地元産業や環境への影響・安全性が反対理由

韓国 スペイン 中国
ロシア

（高レベル放射性廃棄物の最終処分全国シンポジウム2016年、配布資料を基に作成）



（2013年5月28日 第１回放射性廃棄物小委員会資料より）



途中で断ることは難しい

３段階の選定過程

地元自治体が反対は、撤退を意味しない

撤退の条件が決まっていない

（前頁と同じ資料より）



原子力城下町になる恐れ

交付金は麻薬のようなもの

原子力施設を導入した街は財政が原
子力（関連）依存型になり、１次産
業は廃れる

地元住民が望む町の将来は？



地層処分（技術）大部分が
使用済核
燃料とし
て存在

再処理しない・できないケース



施設の概要 総延長距離
200km

処分場内は
遠隔操作

エネ庁説明資料2016年11月を基に作成



想定されている被ばく経路



超長期の隔離が必要
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地層処分？

（「我が国の地層処分の技術的信頼性 第2次取りまとめ」より）



仮定に仮定を重ねた安全評価

稀頻度事象が起きた場合
（断層直撃ケース）

4〜14ミリシーベルト/年

地下水の水の流れや岩の

亀裂などなど平均値や中

央値を採用している。

仮定しているさまざまな
条件が悪い方に変動すれ
ば、さらに早くに漏れ出
て、高い被ばくを与える
恐れもある。



信頼できない安全評価

断層が処分場を直撃する
ケース

4〜14ミリシーベルト/年

地下水の水の流れや岩の

亀裂などなど平均値や中

央値で計算。

悪い条件が重なれば、
想定より早くに漏れ
出て、高い被ばくを
与える。



☆政治的圧力
で作成

☆公募要件を
マップ化

☆地域固有の
条件は除外





寿都町では、陸上だと黒松内町や島牧村にかかる可能性が大きく
海底につくると、海底の活断層の直上になる危険があります。

陸。海の接続域の地質情報はありません



日本の場合
大陸棚の縁辺部に大きな
逆断層があることが多く、
断層の上で地層処分する
ことになってしまう！

大陸棚の
縁辺部



処分技術は開発途上
出典：地層処分研究開発に関する全体計画（平成30年度〜令和4年度）



200年貯蔵す
れば、そうと
う放射能や発
熱量が減る



基本の立場

処分総量の確定=原子力からの撤退

 100年以上の貯蔵をすべき

貯蔵継続中の作業
 地下深部の調査・研究が未熟

 使用済核燃料の直接処分が避けられない

 他の処分方法（超深孔処分）の研究も並行する

 情報公開と熟議



日本学術会議
暫定保管と総量管理を提言

• 「エネルギー政策・原子力政策における社会的合意
の欠如のまま、高レベル放射性廃棄物の最終処分地
選定への合意形成を求めるという転倒した手続き」
であり、「政策方針の見直しが不可欠」

• 「暫定保管および総量管理の２つを柱に政策枠組み
を再構築することが不可欠」

• 「限られたステークホールダーの間での合意を軸に
合意形成を進め、これに当該地域への経済的な支援
を組み合わせるといった手法は、かえって問題解決
を紛糾させ、行き詰まりを生む結果になる」

出典：「高レベル放射性廃棄物の処分について」2012年9月11日



廃棄物拒否条例を作った町

北海道 京都府宮津市 鹿児島県東串良町

北海道浦河町 和歌山県白浜町 鹿児島県宇検村

北海道幌延町 島根県西ノ島町 鹿児島県南大隅町

北海道美瑛町 高知県東洋町 鹿児島県大和村

岩手県宮古市 宮崎県南郷町 鹿児島県錦江町

岩手県釜石市 鹿児島県南さつま市 鹿児島県十島村

宮城県加美町 鹿児島県西之表市 鹿児島県肘付町

宮城県大郷町 鹿児島県中種子町 鹿児島県屋久島町

岐阜県土岐市 鹿児島県南種子町 合計２６自治体



ご清聴ありがとう
ございました


